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令 和 ６ 年 ８ 月 ２ 日 

沖 縄 労 働 局 

 

 

沖縄公共職業安定所における個人情報漏えい事案について 

 

 

沖縄労働局（局長 柴田 栄二郎）は、沖縄公共職業安定所（以下「沖縄所」と

いう。）において発生した個人情報漏えい事案について、以下のとおり当該事実を確

認の上、必要な措置を講じましたので、概要をお知らせします。 

 

１ 事案の概要 

令和６年６月 25 日（火）職員Ａが机上に置いた雇用保険受給資格者Ｂ（以下「受

給資格者Ｂ」という。）の雇用保険関係書類（以下「書類」という。）を雇用保険受

給資格者Ｃ（以下「受給資格者Ｃ」という。）が誤って持ち帰ったため、個人情報が

漏えいしたもの。 

 

２ 漏えいした個人情報 

受給資格者Ｂの氏名、生年月日、口座番号、雇用保険被保険者番号 

 

３ 発生経緯及びその後の経過 

（１）６月 25 日（火）職員Ａは、受給資格者Ｂと雇用保険相談を行った後、受給資

格者Ｂの書類を所持したまま、別の窓口で受給資格者Ｃと雇用保険相談を行っ

た際、机上に受給資格者Ｂの書類を置いた。 

（２）受給資格者Ｃは雇用保険相談終了後、机上に置いていた自身の書類を回収す

る際、書類の中に受給資格者Ｂの書類が紛れていることに気づかないまま回収

し、また、職員Ａもそれに気づくことなく、受給資格者Ｃは回収した全ての書

類を持ち帰った。 

（３）６月 27 日（木）、職員Ａが受給資格者Ｂの雇用保険関係書類を所定の保管場

所から取り出そうとしたところ、所定の場所に書類がないことから、受給資格

者Ｂの書類が所在不明となっていることが発覚した。 

（４）職員Ａの行動を検証し、受給資格者Ｃに確認したところ、持ち帰った書類に

受給資格者Ｂの書類が含まれていたことから、受給資格者Ｂの個人情報が受給

資格者Ｃに漏えいしていることが判明した。 

（５）同日、担当課長が直接、受給資格者Ｃに対し経緯を説明し、受給資格者Ｃか

ら受給資格者Ｂの書類を回収するとともに、受給資格者Ｂに対し経緯を説明し

謝罪を行った。 
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４ 漏えいの原因 

職員Ａが受給資格者Ｂとの相談終了後、受給資格者Ｂの書類を所定の場所に戻

さずに、受給資格者Ｃとの相談を行い、机上に受給資格者Ｂの書類を置いたこと

で、受給資格者Ｃの書類と混在したこと。 

 

５ 再発防止対策 

（１）沖縄所 

書類交付時の基本動作の点検及び必要な指導等並びに徹底を指示し、ミーティ

ングなどにおいて所属の職員全員に個人情報保護について注意喚起を促すよう指

示するとともに、個人情報保護についての研修を実施した。 

また、個人情報保護の基本動作、個人情報文書の管理について、毎月１回の不

定期の点検を実施することともに、 窓口の職員から見える位置に「来所者 1 人の

処理が終わったら所定の場所に書類を入れるまで次の対応はしない」等のポップ

を掲示し、日常的に情報漏えい防止の基本動作の意識付けを行うこととした。 

（２）沖縄労働局 

各公共職業安定所長に対し、今回の漏えい事案を共有したうえで、情報漏えい

防止に向けた注意喚起を行うとともに、配下職員への定期的・継続的な注意喚起

及び個人情報管理に関する意識付けの徹底を指示した。 

 

 

 

 【担当】 

沖縄労働局職業安定部職業安定課 

 職 業 安 定 課 長 真壁 朝文 

地方職業安定監察官 守内 英樹 

(電話) ０９８(８６８)１６５５ 


